
明石市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第

８７号。以下「法」という。）に基づき市長が行う長期優良住宅建築等計画及び

長期優良住宅維持保全計画（以下これらを「計画」という。）の認定等に関して、

法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交通省

令第３号。以下「省令」という。）に定めのあることのほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に

定めるところによる。 

 (１) 評価方法基準 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第

８１号。以下「住宅品確法」という。）第３条の２第１項の規定により国土交通

大臣が定める評価方法基準をいう。 

(２) 性能評価機関 住宅品確法第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関

をいう。 

(３) 住宅型式性能認定 住宅品確法第３１条第１項に規定する住宅型式性能認

定をいう。 

(４) 認証型式住宅部分等 住宅品確法第４０条第１項に規定する認証型式住宅

部分等をいう。 

(５) 特別評価方法認定 住宅品確法第５８条第１項に規定する特別評価方法認

定をいう。 

第３条 削除 

（認定の申請） 

第４条 法第５条第１項から第７項までの規定による計画の認定の申請又は法第８

条第１項の規定による計画の変更の認定の申請をしようとする者（以下「申請者」

という。）がこれらの規定による申請をする際に市長に提出する認定申請書（省

令第２条第１項又は第８条に規定する申請書をいう。以下「申請書」という。）

の部数は、正本１通及び副本２通（当該申請に係る計画が住宅品確法第６条の２

第５項の規定により法第６条第１項第１号（法第８条第２項において準用する場

合を含む。）に掲げる基準に適合しているものとみなされるもの（第６条第１号

イにおいて「基準適合計画」という。）である場合は、正本及び副本各１通）と

する。 



２ 法第６条第２項の規定による建築基準関係規定に適合するかどうかの審査（以

下「建築基準関係規定の審査」という。）の申出をしようとする者は、前項に定

める申請書のほか、建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第６条第１項に規定

する確認の申請書の正本及び副本各１通を併せて市長に提出しなければならな

い。 

３ 申請書（長期優良住宅維持保全計画に係るものを除く。）は、当該計画に係

る住宅の建築等に係る工事に着工する前に提出しなければならない。 

（計画の通知） 

第５条 市長は、建築基準関係規定の審査の申出を受けた場合は、長期優良住宅建

築等計画通知書に計画を添えて建築主事に通知するものとする。 

（認定等に係る標準的な審査期間） 

第６条 次の各号に規定する認定及び承認（以下「認定等」という。）に係る標準

的な審査期間は、申請書を受理した日を起算日として次のとおりとする。 

(１) 法第６条第１項の規定による計画の認定及び法第８条第１項の規定による

計画の変更に係る認定については次のとおりとする。ただし、市長が申請書又

はその添付図書において適合性を判断することができないため、申請者に追加

の説明等を求めた場合において、その回答があるまでの日数は、審査期間に含

まないものとする。 

ア 省令第４条第１号に規定する一戸建ての住宅（以下「一戸建て住宅」とい

う。）のうち建築基準法第６条第１項第４号に掲げるものにあっては２１日

以内、それ以外のものにあっては２８日以内 

イ 基準適合計画の認定にあっては、アに定める期間から１４日を減じた期間 

ウ 建築基準関係規定の審査を併せて申し出た場合においては、一戸建て住宅

のうち建築基準法第６条第１項第４号に掲げるものにおいては７日、それ以

外のものにおいては３５日をア又はイに定める期間に加えた期間 

(２) 法第９条第１項及び第３項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の

変更に係る認定については７日以内とする。 

(３) 法第１０条に規定する承認にあっては、７日以内とする。 

（添付図書） 

第７条 省令第２条第１項に規定する市長が必要と認める図書は、計画（変更）認

定申請に係るチェックシートのほか、次の表の適用区分の欄の区分に応じ、それ

ぞれ同表の添付図書の欄に定めるものとする。 

 適用区分 添付図書 



(１) 住宅型式性能認定を受けた型式

に適合する住宅又は住宅型式性

能認定を受けた型式に適合する

住宅の部分を含む住宅の場合 

住宅型式性能認定書（登録住宅型式性能

認定等機関が交付するこれと同等の確認

書を含む。以下同じ。）の写し 

(２) 住宅である認証型式住宅部分等

又は住宅の部分である認証型式

住宅部分等を含む住宅の場合 

型式住宅部分等製造者認証書の写し 

(３) 長期使用構造等とするための措

置及び維持保全の方法の基準を

定める件（平成２１年国土交通省

告示第２０９号）第３項に定める

長期使用構造等とするための措

置と同等以上の措置が講じられ

ていることの審査を要する場合 

特別評価方法認定書（登録試験機関が交

付するこれと同等の証明書を含む。）の

写し 

(４) 第１２条各号の基準が適用され

る場合 

当該基準に適合することを確認するため

に必要な図書 

(５) 既に認定を受けた住宅を含む建

築物の一部において新たな住宅

の認定を申請する場合 

当該認定通知書の写し 

(６) 建築基準法第６条の３第１項に

規定する構造計算適合性判定を

要するものである場合 

都道府県知事又は建築基準法第１８条

の２第１項の規定による指定を受けた

者が当該計画について同法第６条の３

第１項に規定する特定構造計算基準又

は特定増改築構造計算基準に適合する

ものであると判定した旨が記載された

通知書又はその写し 

(７) その他 認定等の審査において市長が必要と認め

る図書 

２ 省令第２条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、次の表の適用区分の

欄の区分に応じ、それぞれ同表の不要と認める図書の欄に定めるものとする。 

 適用区分 不要と認める図書 

(１) 住宅型式性能認定書の写しを添

付した場合 

当該認定書において明示することを要し

ない事項として指定されたものに係る図

書 

(２) 型式住宅部分等製造者認証書の 当該認証書において明示することを要し



写しを添付した場合 ない事項として指定されたものに係る図

書 

(３) 一の建築物において、法第５条

第１項、第２項又は第３項の規

定に基づく認定申請を複数同時

に行う場合にあっては、省令第

２条第１項に掲げる図書のうち

共通のものについて同時に申請

するいずれかの申請書に添付し

た場合 

当該図書 

(４) その他 認定等の審査において市長が不要と認め

る図書 

（申請の取り下げ） 

第８条 申請者は、認定等を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、認

定等の申請を取り下げる旨の届出書の正本及び副本各１通を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（建築等の取りやめ） 

第９条 認定計画実施者は、法第１４条第１項第２号に規定する申出をしようとす

る場合は、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基

づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の届出書の正本及び副本各１通に、

省令第６条に規定する認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（認定しない旨の通知） 

第１０条 市長は、法第５条第１項から第７項までの規定による計画の認定の申請

又は法第８条第１項の規定による計画の変更に係る認定の申請に係る計画が認定

基準に適合しない場合は、認定しない旨の通知書により申請者に通知するものと

する。 

（承認しない旨の通知） 

第１１条 市長は、法第１０条に規定する承認をしない場合は、承認しない旨の通

知書により申請者に通知するものとする。 

（居住環境の維持及び向上の基準） 

第１２条 法第６条第１項第３号に規定する居住環境の維持及び向上に配慮された

ものとは、次の各号のすべてに適合するものとする。 

(１) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第９項に規定する地区計



画等の区域内にあるものにあっては、該当する地区計画等に定められた事項

（建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限

る。）に適合していること。 

(２) 明石市都市景観条例（平成４年条例第１号）第１２条第１項に規定する都

市景観形成基準に適合していること。 

(３) 明石市都市景観条例第１７条第１項に規定する誘導基準に適合しているこ

と。 

(４) 次の区域内に建築されるものでないこと。ただし、当該住宅が区域の設定

の目標を達成するものであることなどにより、長期にわたり存在することが想

定される場合には、この限りでない。 

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域 

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域 

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の区域 

エ 都市計画法第４条第８項に規定する市街地開発事業等予定区域 

（自然災害配慮の基準） 

第１２条の２ 法第６条第１項第４号に規定する自然災害による被害の発生の防止

又は軽減に配慮された住宅は、次に掲げる区域内に建築されていない住宅とする。 

(１) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地

すべり防止区域 

(２) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

(３) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

（建築工事の完了報告） 

第１３条 認定計画実施者は、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築

の工事が完了したときは、速やかに完了報告書に、建築士法施行規則（昭和２５

年省令第３８号）第１７条の１５に規定する工事監理報告書又は住宅品確法第６

条第３項に規定する建設住宅性能評価書の写しを添えて市長に提出しなければな

らない。ただし、建築基準法第５条の６第１項に規定する建築士の設計によらな

ければ工事をすることができない建築物以外のものに係る工事については、完了

報告書に工事施工者による建築工事の施工状況報告書等を添えて市長に提出する

ことができる。 

（認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する報告） 



第１４条 認定計画実施者は、法第１２条の規定により市長から報告を求められた

場合は、認定長期優良住宅状況報告書を市長に提出しなければならない。 

（改善命令） 

第１５条 法第１３条の規定による改善命令は、改善命令書により行うものとす

る。 

（調査の協力） 

第１６条 申請者及び認定計画実施者は、市長が行う計画の認定等に係る調査に協

力しなければならない。 

（認定の取消し） 

第１７条 市長は、法第第１４条第１項第１号及び第３号に該当することを理由と

して計画の認定を取り消した場合は、認定取消通知書により当該認定計画実施者

であった者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第１４条第１項第２号に該当することを理由として計画の認定を取

り消した場合は、申出による認定取消通知書により当該認定計画実施者であった

者に通知するものとする。 

（認定等の証明） 

第１８条 認定計画実施者は、法に基づく認定等を行ったことについての証明を、

市長に求めることができるものとする。認定計画実施者以外で証明が必要な者と

して市長が認めるものについても、同様とする。 

２ 認定計画実施者は、前項の規定により証明を求める場合は、長期優良住宅証明

願兼証明書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により証明を求められた場合において、証明を求められた

内容が当該認定等に係る事項と相違ないことを確認できたときは、認定計画実施

者に証明を行うものとする。 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、認定等に関し必要な事項は、別に定める

ものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２７日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第４条第２項の改正

及び第６条第１号ウ中「（同法第６条第５項に規定する構造計算適合性判定の対象



となる場合において、その審査を行うために期間を伸長する合理的な理由がある

場合には７０日）」を削る改正は、平成２７年６月１日から施行する。 

 （添付書類の特例） 

２ 平成２７年４月１日から平成２７年５月３１日までの間における改正後の明石

市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第７条第１項の表の適用につい

ては、同表中 

「 

(８) 建築基準法第６

条の３第１項に

規定する構造計

算適合性判定を

要するものであ

る場合 

都道府県知事又は建築基準法第１８条の２第１

項の規定による指定を受けた者が当該計画につ

いて同法第６条の３第１項に規定する特定構造

計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合す

るものであると判定した旨が記載された通知書

又はその写し 

(９) その他 認定等の審査において市長が必要と認める図書 

」 

とあるのは 

「 

(８) その他 認定等の審査において市長が必要と認める図書 

」 

とする。 

   附 則（令和４年２月２０日制定） 

 この要綱は、令和４年２月２０日から施行する。 

   附 則（令和４年９月２８日制定） 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 


